
非自発的失業者に係る軽減措置について 
 ６５歳未満でリストラや会社都合で退職され、国民健康保険に加入されている方のうち、離

職理由が非自発的な離職コードの記載のある「雇用保険受給資格者証」をお持ちの方を対象に、

保険料の軽減措置があります。雇用保険受給者証をお持ちの方は離職理由コードと離職日をご確

認下さい。 

 

 

非自発的失業者に係る軽減措置について 

１ 軽減内容  給与所得を 30/100として算定します。 

（その他の所得は、軽減対象となりません。） 

２ 軽減期間  失業した日の翌日の属する年度から翌年度末まで 

＊最初の納期限より２年が経過した場合、軽減はできませんのでお早目にお手

続きください。  

３ 軽減要件 「雇用保険受給資格者証」離職理由が、上記コードに該当することが必要です。 

４ 届  出 ■ 窓口で「雇用保険受給資格者証」を提示され、非自発的失業者に係る国民健

康保険料軽減届を提出する。 

■ 吹田市のホームページ（下記アドレス）から、非自発的失業者に係る国民健

康保険料軽減届書をダウンロードし、「雇用保険受給資格者証」のコピーとと

もに郵送で届出 

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018391/1024421/1024827.html 

 

 

お問合せ（届出書送付先） 

〒564-8550 吹田市泉町 1丁目 3番 40号 吹田市役所 国民健康保険課 

    資格・賦課グループ（市役所１階１１１番窓口）Tel：０５０－１８０７－２１８３ 

 

理由コードが 11･12･
21･22･23･31･32･33･34
が対象となります。 


